
業務実績の評価に関する基本的な考え方（案） 

 

 この「基本的な考え方」は、高知県公立大学法人評価委員会（以下「評価委

員会」という。）が、公立大学法人高知工科大学（以下「法人」という。）の業

務実績の評価を実施するにあたっての基本的な考え方や評価の方法等について

定めるものとする。 

 

１ 評価の目的 

 （１）評価により、大学の継続的な質的向上を促進すること 

 （２）評価を通じて、社会への説明責任を果たすこと 

 

２ 基本方針 

 （１）評価は、教育研究の特性、自主性、自律性に配慮しつつ、法人の継続

的な質的向上に資するものとする。 

 （２）評価は、中期目標・中期計画の達成状況を踏まえ、法人の業務実績全

体について総合的に行う。 

（３）評価は、一連の過程を通じて、法人の状況を分かりやすく示し、社会へ

の説明責任を果たすものとする。 

（４）評価は、法人が自主的に行う組織・業務全般の見直しや次期の中期目標・

中期計画の検討に資するものとする。 

（５）評価にかかる業務が法人の過度の負担とならないように留意する。 

（６）評価の仕組みについては、必要に応じ工夫・改善を行う。 

 

３ 評価方法 

（１）評価は、地方独立行政法人法（以下「法」という。）に規定する以下の

評価を実施する。 

  ア 法第２８条に基づく各事業年度に係る業務の実績に関する評価（以下

「年度評価」という。） 

  イ 法第３０条に基づく中期目標に係る業務の実績に関する評価（以下

「中期目標期間評価」という。） 

 

 （２）評価は、法人の自己点検・評価に基づいて行うことを基本とする。な

お、法第７９条の規定に基づき、中期目標期間における評価は、認証評

価機関の評価を踏まえることとする。 

 

 （３）年度評価及び中期目標期間評価は、「項目別評価」と「全体評価」によ

り行う。 



  ① 項目別評価 

    中期目標・中期計画に定められた各項目の進捗状況又は達成状況を確

認し、評価を行う。 

② 全体評価 

    項目別評価の結果を踏まえ、法人の中期目標・中期計画の進捗状況又

は達成状況の全体について総合的に評価を行う。 

 

 （４）評価の透明性・正確性を確保するために、評価結果を決定する前にそ

の結果を法人に示して、意見の申立ての機会を設ける。 

 

 （５）年度評価及び中期目標期間評価の具体的な方法については、別途定め

る。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考） 

地方独立行政法人法 

（各事業年度に係る業務の実績に関する評価） 

第二十八条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、各

事業年度における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければなら

ない。 

２ 前項の評価は、当該事業年度における中期計画の実施状況の調査をし、及

び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該事業年度にお

ける業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなければならない。 

３ 評価委員会は、第一項の評価を行ったときは、遅滞なく、当該地方独立行

政法人に対して、その評価の結果を通知しなければならない。この場合におい

て、評価委員会は、必要があると認めるときは、当該地方独立行政法人に対し、

業務運営の改善その他の勧告をすることができる。 

４ 評価委員会は、前項の規定による通知を行ったときは、遅滞なく、その通

知に係る事項（同項後段の規定による勧告をした場合にあっては、その通知に

係る事項及びその勧告の内容）を設立団体の長に報告するとともに、公表しな

ければならない。 

５ 設立団体の長は、前項の規定による報告を受けたときは、その旨を議会に

報告しなければならない。 

  

（中期目標に係る業務の実績に関する評価） 

第三十条 地方独立行政法人は、設立団体の規則で定めるところにより、中期

目標の期間における業務の実績について、評価委員会の評価を受けなければな

らない。 

２ 前項の評価は、当該中期目標の期間における中期目標の達成状況の調査を

し、及び分析をし、並びにこれらの調査及び分析の結果を考慮して当該中期目

標の期間における業務の実績の全体について総合的な評定をして、行わなけれ

ばならない。 

３ 第二十八条第三項から第五項までの規定は、第一項の評価について準用す

る。 

 

（認証評価機関の評価の活用） 

第七十九条 評価委員会が公立大学法人について第三十条第一項の評価を行う

に当たっては、学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第百九条第二項に

規定する認証評価機関の教育及び研究の状況についての評価を踏まえることと

する。 


